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在宅サービス  

コープふれあい福祉センター 福祉用具 

大阪いずみ市民生活協同組合 

あなた（又はあなたのご家族）が利用しようと考えておられる指定福祉用具貸与

サービスについて、ご契約を結ぶ前に知っておいていただきたい内容を、ご説明

いたします。わからないことがございましたら、ご遠慮なくご質問下さい。 

 この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24年大

阪府条例第 115 号）」第 10 条の規定に基づき、指定福祉用具貸与サービス提供契約

締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

福祉用具レンタルサービス      
重要事項説明書 
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重 要 事 項 説 明 書 

１．指定福祉用具貸与サービスを提供する事業者について 

経営主体 大阪いずみ市民生活協同組合 

代表者氏名 理事長   勝山 暢夫 

本部所在地 大阪府堺市堺区南花田口町二丁 2番 15号 

(連絡先及び電話番号等) 福祉事業部 電話：072-330-0023 FAX：072-330-0026 

創立年月日 1975年 6月 12日 

２．利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

①事業所の所在地等 

事業所名称 在宅サービス コープふれあい福祉センター 福祉用具 

介護保険指定 
松原市指定 ２７７４８０２８６８ 

事業者番号 

事業所所在地 松原市岡 7丁目２２９－１ 

連絡先 電話：072-330-0020 FAX：072-330-0025 

相談担当者名 管理者  三好 僚 

事業所の通常の事

業の実施地域 

東大阪市、八尾市、藤井寺市、柏原市、松原市、羽曳野市、富田林市、太

子町、河南町、大阪狭山市、堺市、河内長野市、千早赤阪村、高石市、和

泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、

熊取町、岬町、田尻町    計２５市町村 

②事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

大阪いずみ市民生活協同組合が設置する「在宅サービス コープふれあ

い福祉センター 福祉用具」（以下「事業所」という。）において実施

する指定福祉用具貸与事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確

保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専

門相談員が、要介護状態の利用者に対し、適切な指定福祉用具貸与を提

供することを目的とする。 

運営の方針 

①介護保険法及び関連する法律を遵守し、施行規則の運営基準にのっと

り事業運営を行います。   

②要介護高齢者の自立の支援や、介護者の介護負担の軽減に資する福祉

用具を利用者の立場に立って選定・提供いたします。 

③自らの努力でサービスの質の向上を目指し、常にその評価を行うと共

に、評価に基づく改善を図るよう努力いたします。 

④常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与いたします。 

⑤利用者からの苦情に適切に対応できるよう努めます。 

③事業所窓口の営業日及び営業時間 

平   日 土 曜 日 日 曜 日 祝   日 

10 時 00 分～ 

        17時00分 
休業 休業 

10 時 00 分～ 

        17時00分 

休   日  : 土曜日 日曜日、年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日） 
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④事業所の職員体制 

管理者 三好 僚 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

職     種 人   員 従事するサービス種類、業務 

・管 理 者 

 

常勤 １名 

（兼務） 

1従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行います。 

2従業者に、法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命

令を行います。 

 

・事務職員 

 

非常勤 1 名 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 

・ｻｰﾋﾞｽ提供者 

 

 

・福祉用具専門相談員 

 

 

・その他 

 

 

 

常勤換算 

2 名以上 

 

 

1 利用者の居宅サービス計画に基づき、福祉用具貸与計画

を作成し、利用者又はその家族に対して説明を行い、利

用者の同意を得たうえで、福祉用具貸与計画を交付しま

す。指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、特定福

祉用具販売計画と一体のものとして作成します。 

2 福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専

門的知識に基づき相談に応じます。 

3 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用

料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係

る文書による同意を得ます。 

4 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、

点検を行います。 

5 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行う

とともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、

故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分

な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該

福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導を

行います。 

6 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使

用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理

等を行います。 

7 当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計

画の変更を行います。 

8 福祉用具貸与計画に記載した時期(少なくとも６月以

内１回)にモニタリングを行い、居宅サービスの提供

状況等について、居宅介護支援事業者に報告を行いま

す。 

9 居宅サービス計画に福祉用具貸与が新規に必要な理由

が記載されるとともに、介護支援専門員により、必要に

応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な

場合はその理由が居宅サービス計画に記載されるよう

に、福祉用具の適切な選定のための助言、情報提供を行

うなど必要な措置を講じます。 
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（１）利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、モニタリング時期等を記載

した福祉用具貸与計画を作成します。 

（２）福祉用具貸与の種目、品名及び利用料及び利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

種    目 品    名 
利用料 

（月額） 

利用者 

負担額 

（月額） 

車いす 別紙参照   

車いす付属品※ 別紙参照   

特殊寝台 別紙参照   

特殊寝台付属品※ 別紙参照   

床ずれ防止用具※ 別紙参照   

体位変換器※ 別紙参照   

手すり 別紙参照   

スロープ 別紙参照   

歩行器 別紙参照   

歩行補助つえ 別紙参照   

認知症老人徘徊〈はいか

い〉感知機器※ 
別紙参照   

移動用リフト（つり具の

部分を除く。）※ 
別紙参照   

自動排泄処理装置（交換

可能部品を除く） 
別紙参照   

要介護１の利用者については、※印の福祉用具を貸与できません。また、要介護１から

要介護３の利用者については、自動排泄処理装置（交換可能部品を除く。）を貸与でき

ません。 

ただし、上記について別に厚生労働大臣が定める状態にある者は除かれます。 

固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖に関

しては、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できる対象種目

です。 

※虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会

を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者

虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正

に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記の金額の 99/100と

なります。 

※業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継

続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない

場合、上記金額の 99/100 となります。 

（３）福祉用具専門相談員の禁止行為 

福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為はできません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 
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④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑦ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（４）提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

※レンタルは１ヶ月単位ですが、開始月と終了月の利用料は、次のようになります。 

   ①レンタル開始月の利用料 

     ・契約日がその月の１５日以前：１ヶ月分の全額 

     ・契約日がその月の１６日以降：１ヶ月分の１/２の額 

   ②レンタル終了月の利用料 

     ・解約日がその月の１５日以前：１ヶ月分の１/２の額 

     ・解約日がその月の１６日以降：１ヶ月分の全額 

   ③ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合の利用料 

      は、１ヶ月分全額となります。 

   ※消費税は表示利用料金に含まれています（内税表示）。 

   ※介護保険外のサービスとなる場合、又はサービス利用料の一部が制度上の支給限度額を

越える場合は、全額自己負担となります。 

     （居宅サービス計画書を作成する際、介護支援専門員にご相談下さい） 

   ※居宅サービス計画を作成しない場合など｢償還払い｣となる場合には、いったん利用料の

全額(10 割）をお支払いいただき、その後市町村に対して領収書を添付して保険給付分

(9 割)を請求し還付を受けることになります。 

 

４．その他の費用について 

① 地域外の搬出入  
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要

する交通費は、その実費を徴収する。 

② 特別搬出入費  

福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合（階段やエレベー
ターによることが困難でクレーンを使用するなど）は、運営規
程の定めに基づき、その措置に要する費用を請求します。 
なお、通常の搬出入の場合は、費用請求はしません。 

③ 転居等の移動 
契約期間中にお客様の転居等によりレンタル商品の移動を行う場

合にかかった費用 

 

５．利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の請求及び支払い方法 

 ○お支払い方法は、下記のいずれかの方法により利用料をお支払いいただきます。 

①利用料、利用者負担額

(介護保険を適用する場

合)、その他の費用の請

求方法等 

ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、及びその

他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合

計金額により請求いたします 

イ 上記に係る請求書は、利用明細をそえて利用月の翌月 15 日

までに、利用者宛にお届け(郵送)いたします 

①利用料、その他の 

費用の支払い 

ア 行われたサービス提供と請求書の内容を照合のうえ、下記の

方法によりお支払いください 

  ①郵便局口座または銀行預金口座からの自動払込み 
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   〔支払日〕郵便局口座は請求月の 20 日及び末日、銀行預

金口座は請求月の 27日 

  ②最寄の郵便局より、同封の振込用紙にて振込 

  ③現金支払い 

 〔支払日〕請求月の末日までにお振込又は現金でお支払い下さ

い。 

イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、 

  必ず保管をお願いします 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督

促から 14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い

分をお支払いいただくことがあります。 

 

６．サービスの提供と一部福祉用具の選択制にあたって 

(１) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所な

どに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

(２) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていな

い等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助

を行うものとします。 

(３) 福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業

者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行

います。 

(４) 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特

定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリッ

ト及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必

要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を

行うものとします。 

【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】 

〇 固定用スロープ 〇 歩行器（歩行車を除く）〇 単点杖（松葉づえを除く） 〇 多点杖 

(５) 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス

計画の内容に沿って作成します。 

(６) 福祉用具貸与計画の作成にあたり、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、

利用者の同意を得ます。 

(７) 福祉用具貸与計画は、利用者に交付します。 

(８) 福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計画に記載した時期(少なくとも６月以内１回)

にモニタリングを行い、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更

を行います。 

(９) 暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼

関係を築くためにもご協力をお願いいたします。 

７．虐待の防止について 
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１事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 

 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 成年後見制度の利用を支援します。 

（5） 苦情解決体制を整備しています。 

（6） 介護相談員を受入れます。 

（7） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（8） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

 

８．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要

最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態

様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

９．秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について  

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情

報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定

した「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵

守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」

という。）は、サービス提供をする上で知り得た

利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提

供契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

虐待防止に関する責任者 管理者    三好 僚 



7 

 

ある期間及び従業者でなくなった後において

も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との

雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情

報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁

的記録を含む。）については、善良な管理者の注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求

めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求めら

れた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま

す。(開示に際して複写料などが必要な場合は利

用者の負担となります。)  
 

１０.緊急時の対応について 

対応方法：サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指

定する連絡先にも連絡します。 

【家族等緊急連絡先】 

氏  名             続柄 

 

住  所 

電 話 番 号 

携 帯 電 話 

勤 務 先 

【主治医】 

医療機関名 

氏    名 

電 話 番 号 

 

１１．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の

家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 
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保険会社名  東京海上日動火災保険株式会社 

保険名    居宅介護サービス事業者賠償責任保険 

保障の概要  身体障害賠償、財物損壊賠償、経済的損害賠償、人権侵害賠償 

 

１２．身分証携行義務 

   福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１３．心身の状況の把握 

指定福祉用具貸与の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１４．居宅介護支援事業者等との連携 

① 指定福祉用具貸与の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「福祉用具貸与計画」

の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１５．サービス提供の記録 

① 指定福祉用具貸与の実施ごとに、その貸与の開始日及び終了日、種目及び品名、利用料、

福祉用具の使用状況（修理、点検結果等を含みます。）等についての記録を行うこととし、

その記録はサービス提供の日から 5年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 

１６．業務継続計画の策定等 

(1) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

(2) 感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1 回以上）に行います。 

(3) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 
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１７．衛生管理等 

① 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業者は、回収した福祉用具について、適切な方法により速やかに消毒を行い、既に消毒

が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管します。 

※なお、上記の福祉用具の保管又は消毒に係る業務は、(株)三共リース、(株)錦設備工業、

東山産業(株)、(株)プライムケアウェスト、（株）パラマウントケアサービスに委託して行

います。また、当該委託先事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を

記録します。 

 ④ 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる

措置を講じます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施する。 
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１８．指定福祉用具貸与サービス内容の見積もりについて  

○このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした

日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

① 福祉用具専門相談員 

氏 名             （連絡先：072-330-0020） 

② 貸与の開始日       年   月   日 

③ 貸与予定の指定福祉用具の種目、品名等及び利用料、利用者負担額（介護保険を適用す

る場合）は、「契約書別記 覚書」に記載しています。 

１か月あたりの利用料、 

利用者負担額（見積もり）合計額 

利用料 利用者負担額 

④ その他の費用 

①交通費の有無 有 ・ 無 …（金額）        円 

②特別搬出入費の有無 有 ・ 無 …（金額）        円 

⑤ 介護保険を適用する場合の 1ヶ月当りのお支払い額(利用料、利用者負担額)と 

その他の費用の合計)の目安 

お支払い額の目安                円 

※ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払は、サービス内

容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 

※この見積もりの有効期限は、説明の日から 1ヵ月以内とします。 

キャンセルについて 

   居宅サービス計画が作成された後にサービスの利用を中止される場合 

   には、前日までにすみやかに所定の連絡先までご連絡下さい。 

   【連絡先】 電 話 ０７２－３３０－００２０   ＦＡＸ ０７２－３３０－００２５ 

         管理者 三好 僚       尚、キャンセル料はいただきません 
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１９．サービス提供に関する相談、苦情について 

①提供した指定福祉用具貸与に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付 

けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③サービスに関する相談や苦情についての対応窓口 

【事業者の窓口】 

在宅サービス  

コープふれあい 

福祉センター 福祉用具 

・所在地    松原市岡７－２２９－１ 

・電話番号     ０７２－３３０－００２０ 

・ＦＡＸ番号   ０７２－３３０－００２５ 

・相談責任者   三好 僚 

・受付時間 午前 10時～午後 5時(土日曜日除く) 

【市町村の窓口】 次ページをご覧ください。 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体

連合会 

・所在地 大阪市中央区常磐町 1丁目 3番 8号 

                    中央大通ＦＮビル 

・電話番号 06-6949-5418 

・受付時間  午前 9時～午後 5時 

 

苦情内容が身体状況にかかわるものかどうかを判断します。 

緊急の場合は、主治医・医療機関へ迅速に連絡相談します。 

利用者様の状況を詳細に把握するため、聞き取り・訪問により事情の確認を行ない、時

下の対応を決定します。 

必要に応じて関係者への連絡・調整を行ないます。 

利用者様へは対応方法を含めた結果報告を行ないます。 

 

苦情内容については、サービス担当者会議等で報告します。 

苦情の度重なる事業者については、当事業所における利用者様からの照会に対する事

業者の一覧から除外し、行政機関等への連絡を行ないます。 

当事業所において処理しえない内容についても、行政窓口等、関係機関との協力に

より、適切な対応方法を利用者様の立場にたって検討し、対処します。 
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市町村名 連絡先 名称 所在地

〒581-0003 TEL ０７２－９２４－９３６０

八尾市本町１－１－１ FAX ０７２－９２４－１００５

〒582-8555 TEL ０７２－９７２－１５０１

柏原市安堂町１－５５ FAX ０７２－９７０－３０８１

〒577-8521 TEL ０６－４３０９－３０００

東大阪市荒本北５０－４ FAX ０６－４３０９－３８１４

〒584-8511 TEL ０７２１－２５－１０００

富田林市常盤町１－１ FAX ０７２１－２０－２１１３

〒586-8501 TEL ０７２１－５３－１１１１

河内長野市原町３９６－３ FAX ０７２１－５０－１０８８

〒580-8501 TEL ０７２－３３４－１５５０

松原市阿保１－１－１ FAX ０７２－３３７－３００５

〒583-8585 TEL ０７２－９５８－１１１１

羽曳野市誉田４－１－１ FAX ０７２－９５０－２５３６

〒583-8583 TEL ０７２－９３９－１１１１

藤井寺市岡１－１－１ FAX ０７２－９５２－９５０３

〒589-8501 TEL ０７２－３６６－００１１

大阪狭山市狭山１－２３８４－１ FAX ０７２－３６６－９６９６

〒583-8580 TEL ０７２１－９８－５５３８

南河内郡太子町山田８８ FAX ０７２１－９８－４５１４

〒585-0014 TEL ０７２１－９３－２５００

南河内郡河南町大字白木１３７１ FAX ０７２１－９３－４６９１

〒585-8501 TEL ０７２１－７２－００８１

南河内郡千早赤阪村大字水分１８０ FAX ０７２１－７２－１８８０

〒590-0078 TEL ０７２－２２８－７４７７

堺市 堺市堺区南瓦町３－１ FAX ０７２－２２８－７８７０

〒599-8236 TEL ０７２－２７０－８１９５

堺市中区深井沢町２４７０－７ FAX ０７２－２７０－８１０３

〒599-8112 TEL ０７２－２８７－８１１２

堺市東区日置荘原寺町１９５－１ FAX ０７２－２８７－８１１７

〒593-8324 TEL ０７２－２７５－１９１２

堺市西区鳳東町６－６００ FAX ０７２－２７５－１９１９

〒590-0141 TEL ０７２－２９０－１８１２

堺市南区桃山台１－１－１ FAX ０７２－２９０－１８１８

〒591-8021 TEL ０７２－２５８－６７７１

堺市北区新金岡町５－１－４ FAX ０７２－２５８－６８３６

〒587-8585 TEL ０７２－３６１－１８８１

堺市美原区黒山１６７－１ FAX ０７２－３６２－７５３２

〒596-8510 TEL ０７２－４２３－２１２１

岸和田市岸城町７－１ FAX ０７２－４２３－６９２７

〒595-8686 TEL ０７２５－３３－１１３１

泉大津市東雲町９－１２ FAX ０７２５－２０－３１２９

〒597-8585 TEL ０７２－4２３－２１５１

貝塚市畠中１－１７－１ FAX ０７２－４３０－４７７５

〒598-8550 TEL ０７２－４６３－１２１２

泉佐野市市場東１－２９５－３ FAX ０７２－４６２－１０７０

〒594-8501 TEL ０７２５－４１－１５５１

和泉市府中町２－７－５ FAX ０７２５－４０－３４４１

〒592-8585 TEL ０７２－２６５－１００１

高石市加茂４－１－１ FAX ０７２－２６５－３１００

〒590-0592 TEL ０７２－４８３－０００１

泉南市樽井１－１－１ FAX ０７２－４８０－２１３４

〒599-0201 TEL ０７２－４７１－５６７８

阪南市尾崎町３５－１ FAX ０７２－４７３－３５０４

〒595-0805 TEL ０７２５－２２－１１２２

泉北郡忠岡町忠岡東１－３４－１ FAX ０７２５－２２－１１２９

〒590-0451 TEL ０７２－４５２－１００１

泉南郡熊取町野田１－１－８熊取ふれあいｾﾝﾀｰ内 FAX ０７２－４５３－７１９６

〒598-0091 TEL ０７２－４６６－８８１１

泉南郡田尻町大字嘉祥寺８８３－１田尻町総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内 FAX ０７２－４６６－８８４１

〒599-0392 TEL ０７２－４９２－２００１

泉南郡岬町深日２０００－１ FAX ０７２－４９２－５８１４
岬町 住民福祉部健康福祉課

田尻町 民生部健康福祉課高齢介護係

熊取町 健康福祉部健康課

忠岡町 福祉部介護保険課

阪南市 保健福祉部介護保険課

泉南市 健康福祉部介護保険課

高石市 保健福祉部介護保険課

和泉市 健康福祉部介護保険課

泉佐野市 健康福祉部介護保険課

貝塚市 健康福祉部介護保険課

泉大津市 健康福祉部介護保険課

岸和田市 保健福祉部介護保険課

美原保健福祉総合センター地域福祉課

南保健福祉総合センター地域福祉課

北保健福祉総合センター地域福祉課

東保健福祉総合センター地域福祉課

西保健福祉総合センター地域福祉課

堺保健福祉総合センター地域福祉課

中保健福祉総合センター地域福祉課

千早赤阪村 民生部健康福祉課

河南町 民生部福祉保険室高齢対策課

太子町 民生部福祉課高齢介護係

大阪狭山市 保健福祉部高齢介護課

藤井寺市 健康福祉部高齢介護課

羽曳野市 保健福祉部高年介護課

松原市 保健福祉部高齢介護室

河内長野市 保健福祉部介護高齢課

富田林市 保健福祉部介護保険課

八尾市 保健福祉部介護保険課

東大阪市 健康福祉部介護保険室

柏原市 健康福祉部高齢介護課

 

 

 

窓口受付時間  午前９時３０分～午後５時３０分 
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２０. 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。 

 

２１． この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示すると

ともに、当該事業所のウェブサイト（法人ホームページ等又は情報報公表システム上）

にも掲載します。 
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   ２２．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日         年      月      日 

 

 上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年大阪府条例第 115 号）」第 10 条の

規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

事

業

者 

所 在 地 

 

堺市堺区南花田口町二丁２番１５号 

 

法 人 名 
 

大阪いずみ市民生活協同組合 

代 表 者 名  理事長   勝山 暢夫 

事 業 所 名 
 

コープふれあい福祉センター 福祉用具 

説明者氏名  

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を

受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

           上記署名は             が代行しました。 

 

代理人 
住 所 

 

氏 名  

 

 

 

 

 


